
伊豆の国市 議会だより No.689 ● 一般質問 ●今回は 14人が行い当局の考え方を質問しました。ＦＭいずのくに（87.7MHz）
で生放送し、インターネットによる生中継の映像配信を行いました。

問問

高
齢
者
が
元
気
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、

高
齢
者
の
自
由
な
行
動
を
支
え
る
公
共
交
通
、

移
動
手
段
と
し
て
、デ
マ
ン
ド
型（
予
約
型
）

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
は
有
効
と
考
え
て
い
る
。

令
和
５
年
度
に
予
定
し
て
い
る
第
２
期
地
域

公
共
交
通
基
本
計
画
策
定
に
向
け
て
、高
齢

者
の
移
動
手
段
確
保
と
し
て
デ
マ
ン
ド
型
乗

り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
す

る
考
え
は
。

答答

現
行
の
伊
豆
の
国
市
公
共
交
通
基
本
計

画
で
は
、具
体
的
な
方
策
と
し
て
高
齢
者
デ

マ
ン
ド
交
通
等
の
導
入
を
掲
げ
て
い
る
。次

期
計
画
で
し
っ
か
り
と
検
討
し
て
対
応
し
て

い
き
た
い
。

有
機
農
業
推
進
に
一
層
の
努
力
を

問問

市
は
令
和
４
年
度
か
ら
開
始
し
、５
年

度
は
実
証
圃ほ

場じ
ょ
う

で
の
講
習
会
を
予
定
し
て
い

る
。有
機
農
業
の
推
進
で
は
、ど
う
い
う
栽
培

方
法
を
基
準
と
し
て
推
進
す
る
の
か
。

答答

有
機
農
業
推
進
法
で
定
義
し
て
い
る
、

化
学
肥
料
及
び
化
学
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ

と
並
び
に
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
し
な
い
こ

と
を
基
準
と
し
て
、有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
に
こ

だ
わ
ら
ず
推
進
し
て
い
く
。

問問

有
機
農
業
推
進
で
は
、ど
の
よ
う
な
目

標
を
も
っ
て
取
り
組
む
の
か
。

答答

市
内
で
最
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
水
稲

栽
培
に
関
し
て
の
目
標
は
、学
校
給
食
米
に

対
応
で
き
る
生
産
量
を
確
保
し
た
い
。野
菜

に
つ
い
て
は
品
種
も
多
岐
に
わ
た
り
、現
段

階
で
は
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

問問

有
機
農
業
の
推
進
に
は
農
家
の
理
解
協

力
は
当
然
だ
が
、消
費
者
の
理
解
も
大
事
だ

と
考
え
て
い
る
。消
費
者
の
理
解
へ
の
啓
も

う
啓
発
は
。

答答

令
和
５
年
度
に
は
、実
証
圃
場
等
で
収

穫
さ
れ
た
有
機
農
産
物
を
使
用
し
た
収
穫
祭

等
の
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
計
画
し
て
い
る
。

当
該
取
組
等
を
通
じ
、消
費
者
の
意
識
を
変

革
し
、有
機
農
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て

い
く
。

高
齢
者
の
移
動
手
段
確
保
の
た

め
に
、デ
マ
ン
ド
型（
予
約
型
）

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
検
討
を

田
中
正
男

問問

近
年
、生
理
の
貧
困
問
題
は
顕
著
で
あ

る
。全
国
の
７
１
５
市
町
が
防
災
備
蓄
品
な

ど
を
活
用
し
て
、公
共
施
設
や
学
校
な
ど
に

生
理
用
品
設
置
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

市
内
の
小
中
学
校
で
の
実
施
状
況
は
。

答答

防
災
備
蓄
品
の
更
新
に
伴
い
、こ
れ
ま

で
に
２
回
ほ
ど
生
理
用
品
を
小
中
学
校
に
配

布
し
た
。大
仁
小
学
校
は
高
学
年
の
女
子
ト

イ
レ
に
常
時
設
置
し
た
。そ
れ
以
外
の
小
中

学
校
で
は
、保
健
室
で
保
管
の
上
、必
要
な
児

童
生
徒
に
配
布
し
て
い
る
。

問問

生
理
用
品
が
足
り
な
い
時
に「
友
達
に

貸
し
て
ほ
し
い
と
言
い
に
く
い
」「
保
健
室
に

も
ら
い
に
行
く
の
は
恥
ず
か
し
い
」な
ど
非

常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
こ
と
を
抱
え
悩
ん
で
い

る
児
童
生
徒
が
い
る
。保
健
室
だ
け
で
な
く
、

ト
イ
レ
で
必
要
な
時
に
使
え
る
環
境
整
備
が

必
要
で
は
な
い
か
。

答答

友
達
や
先
生
に
声
を
か
け
る
こ
と
な
く

生
理
用
品
を
気
兼
ね
な
く
使
え
る
環
境
整
備

が
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

状
況
を
鑑
み
な
が
ら
今
後
の
対
応
を
検
討
す

る
。

公
共
施
設
は
市
民
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
再
配

置
に

問問

公
共
施
設
は
、市
民
に
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
。令
和
４
年
度
、公
共
施
設
再

配
置
計
画
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
が
、心

配
さ
れ
る
文
化
施
設
や
高
齢
者
福
祉
施
設
の

統
合
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
は
。

答答

２
つ
の
文
化
施
設
と
３
つ
の
集
会
施
設

を
令
和
８
年
度
ま
で
に
一
つ
に
す
る
計
画

だ
っ
た
が
、利
用
実
態
調
査
と
劣
化
状
況
調

査
の
結
果
、当
面
は
現
行
施
設
を
活
用
し
、計

画
期
間
の
後
期
に
再
配
置
を
検
討
す
る
。

　

高
齢
者
福
祉
施
設
は
、「
高
齢
者
福
祉
施
策

の
あ
り
方
審
議
会
」に
諮
問
。同
審
議
会
の
答

申
を
受
け
て
見
直
す
考
え
で
あ
る
。

問問

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
は
、延
べ

床
面
積
を
25
％
削
減
す
る
目
標
だ
が
、今
回

の
見
直
し
で
ど
う
な
る
の
か
。

答答

目
標
達
成
が
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る

が
、計
画
期
間
は
20
年
以
上
あ
り
、社
会
情
勢

も
変
化
す
る
の
で
変
更
す
る
理
由
は
な
い
。

小
・
中
学
校
の
女
子
ト
イ
レ

個
室
へ
生
理
用
品
の
設
置
を

三
好
陽
子
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問問

公
営
住
宅（
岩
戸
・
三
福
・
田
京
・
狩
野

川
）の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
廃
止
の
状
況
と
解

体
費
用
と
跡
地
利
用
の
考
え
は
。

答答

岩
戸
団
地
は
解
体
済
。解
体
費
用
約
３

８
４
０
万
円
。三
福
は
令
和
４
年
度
解
体
。費

用
約
３
７
１
０
万
円
。田
京
と
狩
野
川
は
今

後
解
体
予
定
。狩
野
川
の
見
積
も
り
で
は
約

２
９
１
０
万
円
。い
ず
れ
も
住
宅
跡
地
の
活

用
方
法
は
決
定
し
て
い
な
い
。

問問

長
岡
南
浴
場
を
民
間
団
体
に
移
管
す
る

方
向
性
の
進
捗
状
況
は
。

答答

今
年
度
、民
間
移
管
に
向
け
て
、利
用
実

態
や
利
用
者
意
向
を
把
握
す
る
た
め
の
実
態

調
査
を
お
こ
な
っ
た
。利
用
者
は
年
間
１
万

人
程
度
。地
域
住
民
の
高
齢
者
が
多
い
。

　

課
題
も
あ
る
の
で
、相
手
先
の
計
画
も
あ

る
中
、そ
れ
を
踏
ま
え
て
今
後
検
討
し
て
い

く
。

問問

長
岡
北
浴
場
の
跡
地
利
用
に
つ
い
て
は

計
画
が
あ
る
の
か
。

答答

利
活
用
方
法
は
決
定
し
て
い
な
い
が
速

や
か
に
検
討
す
る
。

問問

未
利
用
地
を
有
意
義
に
利
活
用
で
き
る

よ
う
、ス
ピ
ー
ド
感
を
も
ち
検
討
す
べ
き
で

な
い
か
。

答答

管
財
営
繕
課
を
設
置
し
体
制
を
強
化
し

て
利
活
用
を
検
討
し
て
い
く
。

問問

高
齢
者
福
祉
施
設
に
関
す
る
機
能
統
合

の
検
討
状
況
は
。

答答

来
年
度
審
議
会
で
検
討
を
行
う
。施
設

利
用
者
の
状
況
、施
設
を
統
合
し
た
後
の
需

要
を
賄
え
る
か
、ま
た
、施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
可
能
性
を
整
理
す
る
内
容
。

問問

高
齢
者
温
泉
交
流
館
の
高
齢
者
と
い
う

部
分
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

答答

補
助
金
の
縛
り
の
期
間
は
過
ぎ
た
の
で

で
き
る
。

問問

高
齢
者
福
祉
施
設
の
名
称
を
変
更
し
て

ご
ち
ゃ
ま
ぜ（
障
が
い
者
や
子
ど
も
も
高
齢

者
）に
過
ご
せ
る
居
場
所
づ
く
り
が
で
き
な

い
か
。

答答

高
齢
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
検
討

に
値
す
る
提
案
で
あ
る
。し
か
し
、収
容
能
力

や
現
行
の
利
用
者
が
何
ら
か
の
不
利
益
に
な

ら
な
い
か
慎
重

に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
要

点
を
整
理
し
た

上
で
審
議
会
に

諮
り
た
い
と
考

え
る
。

公
共
施
設
の
今
後
に
つ
い
て

小
澤
五
月
江

やすらぎの家

問問

現
在
の
猫
の
問
題
は
無
責
任
な
飼
い
主

の
飼
養
方
法
や
餌
や
り
で
あ
る
が
、市
の
対

処
方
法
は
。

答答

市
は
強
制
力
を
持
つ
権
限
が
無
い
の
で
、

県
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
連
携
を
図
り
、原
因

者
に
指
導
を
し
て
い
く
。

問問

猫
の
問
題
は
野
良
猫
か
ら
飼
い
猫
へ

と
フ
ェ
ー
ズ
が
変
わ
っ
た
事
か
ら
、猫
の
不

妊
手
術
費
助
成
金
事
業
の
要
綱
の
改
正
や
、

ペ
ッ
ト
の
適
正
管
理
要
綱
を
策
定
す
る
な
ど

の
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
考
え
は
。

答答

助
成
金
事
業
に
つ
い
て
は
、現
在
運
用

面
の
支
障
が
無
い
事
か
ら
見
直
し
は
考
え
て

い
な
い
。要
綱
に
つ
い
て
も
県
の
条
例
等
に

則
り
進
め
て
い
る
の
で
考
え
て
い
な
い
。

問問

高
齢
者
が
複
数
の
猫
を
残
し
施
設
に
入

所
す
る
な
ど
の
問
題
も
多
い
現
状
を
ふ
ま
え
、

環
境
部
局
だ
け
で
な
く
福
祉
部
局
と
の
連
携

を
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

答答

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、高
齢
者
の
相

談
も
増
え
て
い
る
。こ
れ
ま
で
も
連
携
を
し

て
き
た
が
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
含
め
、連
携
体

制
を
強
化
し
て
い
く
。

脱
炭
素
社
会
を
目
指
す
施
策
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て

問問

２
０
２
１
年
度
ま
で
行
わ
れ
て
い
た

「
第
３
次
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
」の

取
組
結
果
の
評
価
は
。

答答

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
は
、基
準
年

度
の
２
０
１
５
年
度
比
で
目
標
値
を
上
回
る

17
・
３
％
削
減
を
達
成
し
た
こ
と
か
ら
、一
定

の
効
果
が
有
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。

問問

市
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
目
標
達
成

だ
が
、市
全
体
と
し
て
は
ど
う
か
。

答答

市
全
体
に
関
し
て
は
、令
和
４
、５
年
の

２
カ
年
で
実
行
計
画
等
の
見
直
し
を
か
け
て

い
る
が
、計
画
通
り
に
進
ん
で
い
な
い
現
状

が
あ
る
。

問問

設
置
時
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
が
最
も
少
な

く
、発
電
時
に
Ｃ
Ｏ
２

が
発
生
し
な
い「
小
水

力
発
電
」の
導
入
に
向
け
た
基
礎
調
査
の
進

捗
状
況
と
今
後
の
方
向
性
は
。

答答

深
沢
川
の
６
地
点
を
調
査
し
、２
地
点

の
可
能
性
の
あ
る
ポ
イ
ン
ト
を
抽
出
し
た
。

令
和
５
年
度
は
事
業
者
の
参
入
を
想
定
し
て

説
明
会
を
開

催
し
、
事
業

化
に
向
け
た

検
討
を
行
う
。

山梨県北杜市　小水力発電取水河川

野
良
猫
ゼ
ロ
に
向
け
、現
状
の

問
題
点
と
新
た
な
取
り
組
み

の
提
案

山
口
貴
子
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問問

令
和
５
年
度
に
向
け
た
施
政
方
針
で

「
農
林
業
振
興
に
つ
い
て
は
国
も
施
策
を
強

化
し
て
お
り
、本
市
で
も
有
機
農
業
の
普
及

促
進
と
脱
炭
素
社
会
へ
の
取
組
を
図
る
」と

表
明
し
た
。【
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦

略
】の
本
市
で
の
取
組
と
計
画
は
。

答答

実
証
圃ほ

場じ
ょ
う

に
よ
る
技
術
支
援
や
有
機
農

産
物
の
市
内
循
環
、有
機
米
の
学
校
給
食
へ

の
提
供
の
仕
組
み
づ
く
り
を
検
討
す
る
。

問問
【
み
ど
り
戦
略
】【
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ビ

レ
ッ
ジ
宣
言
】等
、国
か
ら
の
交
付
金
を
積
極

的
に
申
請
す
べ
き
で
は
な
い
か
。ま
た
市
独

自
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
推
進
条
例
を
策
定
す
る

考
え
は
。

答答

ま
だ
機
が
熟
し
て
お
ら
ず
、そ
れ
ら
に

係
る
計
画
に
着
手
す
る
段
階
で
あ
り
、農
家

の
自
主
性
や
意
向
等
機
運
が
調
う
中
で
検
討
。

問問

環
境
保
全
型
農
業
や
公
共
調
達
の
た
め

の
学
校
給
食
へ
の
導
入
等
、全
国
の
成
功
事

例
の
共
通
点
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
あ
る
。農

家
と
行
政
を
結
ぶ
推
進
協
議
会
が
必
要
で
は
。

答答

協
議
会
あ
り
き
で
な
く
、ま
ず
は
実
証

圃
場
を
通
じ
て
そ
の
後
座
談
会
等
を
開
催
し
、

協
議
会
設
立
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

問問

山
木
遺
跡
、パ
ン
祖
等
歴
史
観
光
で
有

機
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
は
ど
う
か
。

答答

そ
う
い
う
ア
イ
デ
ア
は
考
え
て
み
た
い
。

問問

地
元
有
機
農
産
物
を
学
校
給
食
に
導
入

し
、移
住
も
増
加
し
て
い
る
先
進
事
例
が
あ

る
。本
市
で
の
学
校
給
食
等
へ
の
導
入
の
課

題
は
。

答答

生
産
量
の
増
産
、品
質
の
均
一
化
、助
成

措
置
な
ど
協
議
し
て
い
く
。

問問

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
で
小
学
生
が

有
機
大
豆
の
栽
培
か
ら
味
噌
や
豆
腐
作
り
ま

で
体
験
し
て
い
る
。有
機
の
ま
ち
づ
く
り
は

農
林
課
だ
け
で
な
く
、全
庁
的
に
取
り
組
む

べ
き
で
は
な
い
か
。

答答

市
役
所
内
で
横
断
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
を
作
り
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。

問問

化
学
肥
料
等
の
高
騰
や
、温
室
効
果
ガ

ス
削
減
に
も
有
機
農
業
を
普
及
す
べ
き
で
は
。

答答

自
然
環
境
、生
物
多
様
性
、脱
炭
素
等
に

有
効
な
環
境
保
全
型
農
業
を
進
め
て
い
く
。

● 一般質問 ●今回は 14人が行い当局の考え方を質問しました。ＦＭいずのくに（87.7MHz）
で生放送し、インターネットによる生中継の映像配信を行いました。

環
境
保
全
型
農
業
振
興
策
で

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ビ
レ
ッ
ジ
宣

言
を

高
橋
隆
子

問問

部
活
動
の
時
間
短
縮
の
目
的
は
。

答答

生
徒
の
生
活
へ
の
ゆ
と
り
と
、教
職
員

の
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
。

問問

放
課
後
の
長
時
間
の
部
活
動
が
生
徒
に

与
え
て
い
る
負
担
と
は
。

答答

時
間
的
ま
た
体
力
的
な
負
担
が
生
じ
て

お
り
、こ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
。

問問

生
徒
が
望
ん
で
い
る
家
庭
学
習
と
学
校

外
で
自
ら
取
り
組
み
た
い
こ
と
と
は
。

答答

学
習
の
機
会
は
、学
校
活
動
以
外
の
家

庭
や
地
域
社
会
の
中
に
も
数
多
く
あ
る
。

問問

適
度
な
頻
度
・
時
間
で
行
え
る
等
の
多

様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
環
境
と
は
。

答答

興
味
や
関
心
を
深
く
追
及
で
き
る
機
会

と
、自
己
決
定
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
。

問問

中
学
校
の
部
活
動
で
学
ぶ
も
の
と
は
。

答答

挑
戦
す
る
こ
と
の
大
切
さ
、楽
し
さ
や

喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
学
び
の
場
。

部
活
動
の
地
域
移
行
に
つ
い
て
。

問問

時
間
の
見
直
し
と
、国
の
部
活
動
の
地

域
移
行
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。

答答

教
育
課
程
の
工
夫
を
図
り
、生
徒
の
自

主
性
、選
択
の
自
由
を
広
げ
、最
終
的
に
は
地

域
移
行
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

問問

地
域
移
行
を
し
た
場
合
の
課
題
は
。

答答

移
行
先
と
な
る
受
け
皿
が
少
な
い
、ケ

ガ
等
が
あ
っ
た
場
合
の
補
償
と
責
任
の
問
題
、

保
護
者
負
担
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

問問

地
域
移
行
は
教
員
に
影
響
が
あ
る
か
。

答答

個
別
指
導
や
相
談
の
時
間
が
増
え
、負

担
は
軽
減
・
減
少
す
る
。

問問

部
活
動
の
地
域
移
行
の
受
け
入
れ
先
に

は
、ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

答答

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
、ス
ポ
ー
ツ
協
会
や

法
人
が
運
営
す
る
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
、指
定
管

理
者
等
。文
化
活
動
は
、市
文
化
協
会
、生
涯

学
習
き
っ
か
け
作
り
塾
の
講
師
、生
涯
学
習

サ
ポ
ー
タ
ー
等
。

問問

伊
豆
の
国
市
の
部
活
動
の
地
域
移
行
の

見
通
し
は
。

答答

持
続
可
能
な
受
け
皿
を
整
え
た
上
で
移

行
を
進
め
た
い
。本
年
度
は
各
種
団
体
と
の

意
見
交
換
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、ス

ポ
ー
ツ
推
進
計
画
の
策
定
を
予
定
し
て
い
る
。

令
和
６
年
度
以
降
に
、段
階
的
に
で
き
る
も

の
か
ら
地
域
移
行
を
行
っ
て
い
く
。

中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
時

間
の
見
直
し
と
部
活
動
の
地

域
移
行
に
つ
い
て

長
谷
川　

浩



伊豆の国市 議会だより No.68 12

印
刷
　
ア
サ
ダ
印
刷
株
式
会
社
　
再
生
紙
使
用

伊
豆

の
国

市
 議

会
だ

よ
り

 2023年
6月
1日
号（
N
o.68）

令和５年第１回（３月）伊豆の国市議会定例会

令和５年第１回（４月）伊豆の国市議会臨時会

令和５年第１回（３月）議会定例会は２月 27 日から３月 23 日までの 25 日間で行われ、条例の制定や改正、当初予算等について審議及び審査しました。

議案 議案の名称等

条 例 制 定 議案第１号 伊豆の国市市民憲章審議会条例の制定について
議案第２号 伊豆の国市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について

条 例 改 正

議案第４号 伊豆の国市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第５号 伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第６号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 25 号 伊豆の国市消費生活センターの組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 26 号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

予 算 議案第 21 号 令和５年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計予算
議案第 23 号 令和５年度伊豆の国市簡易水道事業会計予算

補 正 予 算

議案第８号 令和４年度伊豆の国市一般会計補正予算（第 10 号）
議案第９号 令和４年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
議案第 10 号 令和４年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
議案第 11 号 令和４年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算（第３号）
議案第 12 号 令和４年度伊豆の国市水道事業会計補正予算（第２号）

そ の 他 議案第 15 号 静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約について
議案第 16 号 伊豆の国市指定金融機関の指定について

同 意 議案第 13 号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について
議案第 14 号 伊豆市伊豆の国市外１組合公平委員会委員の選任の同意について

議 員 提 出 委提第１号 伊豆の国市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

全会一致で可決された議案

議案
番号等 議案の名称

審
議
結
果

山
口
　
貴
子

長
谷
川
　
浩

山
本
　
昭
彦

井
川
弘
二
郎

高
橋
　
隆
子

森
下
　
　
茂

笹
原
　
惠
子

八
木
　
基
之

二
藤
　
武
司

小
澤
五
月
江

柴
田
　
三
敏

天
野
佐
代
里

古
屋
　
鋭
治

田
中
　
正
男

三
好
　
陽
子

鈴
木
　
俊
治

内
田
　
隆
久

議案第３号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第17号 令和５年度伊豆の国市一般会計予算 可
決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第18号 令和５年度伊豆の国市国民健康保険特別会計予算 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第19号 令和５年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計予算 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第20号 令和５年度伊豆の国市介護保険特別会計予算 可
決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第22号 令和５年度伊豆の国市水道事業会計予算 可
決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

議案第24号 令和５年度伊豆の国市下水道事業会計予算 可
決 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ -

賛成多数で可決された議案の賛否一覧

※○印は賛成、×印は反対　　※議長（内田隆久）は、採決に加わらない。（－印）

議 の会 動 き
【１月】	19 日  議会全員協議会、議会だより特別委員会
【２月】	 		３日  情報通信機器導入特別委員会
 17 日  議会運営委員会、議会全員協議会、
           情報通信機器導入特別委員会
 22 日  議会全員協議会
 27 日  令和５年第１回（３月）定例会開会
           （２月 27 日から３月 23 日）

【３月】	 		２日  議会運営委員会
	 		３日  福祉文教環境委員会
	 		６日  総務産業建設委員会
	 		７日  福祉文教環境委員会
	 		８日  総務産業建設委員会
 15 日  情報通信機器導入特別委員会
 20 日  議会全員協議会
 22 日  議会運営委員会

 23 日  令和５年第１回（3 月）定例会閉会
【４月】	10 日  議会運営委員会
 21 日  議会全員協議会、議会運営委員会
 28 日  令和５年第１回（４月）臨時会
【５月】 11 日  議会全員協議会
 11 日・16 日・17 日
           議会だより特別委員会

▪次回議会の予定　【令和５年第２回（６月）議会定例会】
◦６月　８日（木）　議会初日
◦６月　９日（金）　一般質問初日
◦６月３０日（金）　議会最終日

令和５年第１回（４月）議会臨時会は４月 28 日の１日間で行われ、条例の改正、補正予算等について審議し、全ての議案が全会一致で可決されました。

議案 議案の名称等
承 認 議案第 27 号 専決処分の報告及び承認について（伊豆の国市国民健康保険税条例の一部改正）
条 例 改 正 議案第 28 号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
補 正 予 算 議案第 29 号 令和５年度伊豆の国市一般会計補正予算（第１号）
そ の 他 議案第 30 号 動産の買入れについて（消防ポンプ自動車）

同 意
議案第 31 号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について
議案第 32 号 伊豆の国市教育長の任命の同意について
議案第 33 号 伊豆の国市監査委員の選任の同意について

正式な日程は、定例会前に開かれる議会運営委員会で決定し、市ホームページに掲載します。
議会初日・一般質問・議会最終日は、インターネットによる生中継の映像配信を行います。

※６月定例会から「ＦＭいずのくに」によるラジオ生放送は行いませんので
　ご承知ください。


